
○不当景品類及び不当表示防止法 

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

（目的） 
第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不
当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、
一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するお
それのある行為の制限及び禁止について定めることによ
り、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 
 
（不当な表示の禁止） 
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引
について、次の各号のいずれかに該当する表示をしては
ならない。 
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、
一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良である
と示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは
類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係
るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不
当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的
な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実
際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若し
くは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取
引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認され
る表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者によ
る自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認
められるもの 
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に
関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあ
る表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者によ
る自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認
めて内閣総理大臣が指定するもの 
 
（措置命令） 
第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若し
くは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、
当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為
が再び行われることを防止するために必要な事項又はこ
れらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずるこ
とができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつて
いる場合においても、次に掲げる者に対し、することがで
きる。 
一 当該違反行為をした事業者 
 
（権限の委任等） 
第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令
で定めるものを除く。）を消費者庁長官に委任する。 
１１ 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権
限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、
都道府県知事が行うこととすることができる。 

（罰則） 
第三十六条 第七条第一項の規定による命令に違反した
者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 
２ 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰
金を併科することができる。 
 
 

○不当景品類及び不当表示防止法施行令 

（平成二十一年政令第二百十八号） 

（都道府県が処理する事務） 
第二十三条 法第三十三条第一項の規定により消費者庁
長官に委任された権限に属する事務のうち、法第七条及
び第二十九条第一項の規定による権限に属する事務（同
項の規定による権限に属する事務にあっては、法第七条
第一項の規定による命令を行うため必要があると認め
る場合におけるものに限る。）は、不当な景品類の提供又
は表示がされた場所又は地域を含む都道府県の区域を
管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、二以
上の都道府県の区域にわたり一般消費者による自主的
かつ合理的な選択を阻害するおそれがあり、消費者庁長
官（法第二十九条第一項の規定による権限について、法
第三十三条第二項の規定により公正取引委員会に委任
された場合にあっては公正取引委員会、同条第三項の規
定により事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官
に委任された場合にあっては当該事業者の事業を所管
する大臣又は金融庁長官、同条第六項の規定により証券
取引等監視委員会に委任された場合にあっては証券取
引等監視委員会。以下この項において同じ。）がその事態
に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認
めるとき、又は都道府県知事から要請があったときは、
消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。 
２ 前項本文の規定により同項本文に規定する事務を
行った都道府県知事は、速やかに、その結果を消費者庁
長官に報告しなければならない。 
３ 第一項本文の場合においては、法中同項本文に規定
する事務に係る内閣総理大臣に関する規定は、都道府県
知事に関する規定として都道府県知事に適用があるも
のとする。 
 
○兵庫県消費生活条例 

（昭和 49 年９月 26 日条例第 52 号） 

（試験、検査、調査等の実施等） 
第 16 条 知事は、消費者の利益の擁護及び増進を図るた
め、商品等の試験、検査等、商品若しくは役務又は取引行
為に関する調査等を行うとともに、必要に応じて、その
結果を公表する等必要な措置を講ずるものとする。 
 
 
 

 


